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計
96
名

●
花
卉
園
芸
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
習
会
の
開
催

令
和
7
年
10
月
29
日（
水
）

　
か
わ
さ
き
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
を
会
場
と
し
て
、（
公
社
）

神
奈
川
県
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会
主
催
に
よ
る

花
卉
園
芸
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
習
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
当
講
習
会
は
、
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
会
員
登
録

を
希
望
さ
れ
て
い
る
県
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
の
切
花
や
鉢
物
の
管
理
を
す

す
め
る
た
め
の
必
須
事
項
の
修
得
、
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ

メ
ン
ト
、
ラ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
を
実
習
し
、
小
売
店
等
で
の

就
業
を
目
指
す
講
習
に
18
名
の
受
講
者
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　
講
師
か
ら
、
花
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
知
識
と
し
て
、

切
花
の
正
し
い
生
け
方
か
ら
花
を
長
持
ち
さ
せ
る
コ
ツ
な

ど
の
詳
し
い
お
話
が
あ
っ
た
後
、
実
際
に
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ

ジ
メ
ン
ト
の
作
成
や
ラ
ッ
ピ
ン
グ
方
法
の
実
習
で
は
、
受

講
者
の
皆
様
は
講
師
が
作
っ
た
お
手
本
を
見
な
が
ら
、
花

材
の
役
割
に
応
じ
て
丁
寧
に
挿
し
な
が
ら
、
立
体
感
の
あ

る
見
事
な
作
品
に
仕
上
げ
て
い
ま
し
た
。
受
講
者
の
皆
様

本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。
　

●
メ
イ
ク
ア
ッ
プ
講
習
会
の
開
催

令
和
7
年
10
月
30
日（
木
）

　
女
性
会
員
の
入
会
促
進
を
目
的
と
し
て
、
ち
ふ
れ
ホ
ー

ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）美
容
研
究
部
よ
り
講
師
を
お
迎
え
し
、

か
わ
さ
き
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
を
会
場
と
し
て
メ
イ
ク
ア
ッ

プ
講
習
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

　「
大
人
の
学
び
直
し
入
門
講
座
」
を
テ
ー
マ
に
、
ス
キ
ン

ケ
ア
・
メ
イ
ク
の
役
割
や
化
粧
品
の
基
本
の
使
い
方
等
の

説
明
に
加
え
、
中
央
の
モ
ニ
タ
ー
に
講
師
自
身
の
顔
を
映

し
出
し
、
実
際
に
メ
イ
ク
等
を
行
い
な
が
ら
、
ポ
イ
ン
ト

や
コ
ツ
を
説
明
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
実
際
に
受
講
者
も
メ
イ
ク
を
行
い
ま
し
た
。

講
師
の
方
達
か
ら
丁
寧
に
教
え
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
鏡

の
前
で
一
生
懸
命
に
メ
イ
ク
を
し
て
い
る
皆
様
の
表
情
は

と
て
も
い
き
い
き
と
し
て
お
り
、
楽
し
み
な
が
ら
受
講
さ

れ
て
い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
。

　
12
名
の
女
性
会
員
等
が
参
加
さ
れ
、「
と
て
も
楽
し
く
、

何
気
な
く
化
粧
品
を
使
い
、
メ
イ
ク
を
し
て
い
た
が
、
今

回
学
ん
だ
こ
と
を
参
考
に
し
て
い
き
た
い
。」「
受
講
者
同

士
で
メ
イ
ク
を
確
認
し
な
が
ら
、
楽
し
く
受
講
で
き
、
気

持
ち
も
明
る
く
な
っ
た
」
な
ど
大
変
好
評
で
し
た
。

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
機
能
や
使
い
方
、
ス
マ
イ
ル

ト
ゥ
ス
マ
イ
ル
の
登
録
方
法
等
に
つ
い
て
、
気
軽
に

相
談
で
き
る
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
相
談
会
」
を
実
施
し
、

会
員
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
関
す
る
悩
み
ご
と
に
つ

い
て
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
以
前
、「
ス
マ
イ
ル
ト
ゥ
ス
マ
イ
ル
」
の
登
録
案
内

を
会
員
の
皆
さ
ま
に
お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
ま
だ
登
録
が
お
済
み
で
な
い
方
、
登
録
が
上

手
く
い
か
な
い
方
な
ど
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
会
員
皆
さ
ま
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。
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市
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ル
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ー
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方
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ー
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フ
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開
催
日
及
び
相
談
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等
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①
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範
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々
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賞
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。
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岡
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実

施

報

告

実

施

報

告

相
談
会
実
施
の
お
知
ら
せ

月

2

3

4

開催日

13日（金）

10日（金）

27日（金）

24日（金）

月

2

3

4

開催日

19日（木）

19日（木）

16日（木）

回

1回

2回

人数

2名

2名

相談時間

  9:00～10:25

10:35～12:00

※相談時は、ご自身のスマートフ
ォンをお持ちください。

※相談時に、メールアドレス、パ
スワード、 ｉＰｈｏｎｅの方は、Ａｐｐｌｅ
ＩＤ、その他の方はＧメールとＧｏ
ｏｇｌｅのパスワードなどがわかる
ものをお持ちください。

※相談内容によってはお答えでき
ない場合があります。

※状況により急遽中止となる場合
がございます。
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ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
機
能
や
使
い
方
、
ス
マ
イ
ル

ト
ゥ
ス
マ
イ
ル
の
登
録
方
法
等
に
つ
い
て
、
気
軽
に

相
談
で
き
る
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
相
談
会
」
を
実
施
し
、

会
員
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
関
す
る
悩
み
ご
と
に
つ

い
て
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

　
以
前
、「
ス
マ
イ
ル
ト
ゥ
ス
マ
イ
ル
」
の
登
録
案
内

を
会
員
の
皆
さ
ま
に
お
送
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
が
、
ま
だ
登
録
が
お
済
み
で
な
い
方
、
登
録
が
上

手
く
い
か
な
い
方
な
ど
、
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
会
員
皆
さ
ま
の
ご
参
加
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

対

　
　象

　
川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
会
員
で
、
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
を
お
持
ち
の
方

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
相
談
会

開
催
日
及
び
相
談
時
間
等

①本部事務所会場

②中部事務所会場

定

　
　員

　
①
本
部
事
務
所
会
場
　
24
名

　
②
中
部
事
務
所
会
場
　
12
名

　
（
事
前
予
約
制
、
先
着
順
、
２
月
２
日
（
月
）
よ
り
予

約
受
付
開
始
）

会

　
　場

①
本
部
事
務
所
会
場
　
川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
本
部
事
務
所
会
議
室

　
川
崎
市
川
崎
区
堤
根
34
―
15
ふ
れ
あ
い
プ
ラ
ザ
か

わ
さ
き
１
階
（
Ｊ
Ｒ
川
崎
駅
下
車
約
15
分
）

②
中
部
事
務
所
会
場
　
川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
中
部
事
務
所
会
議
室

　
川
崎
市
高
津
区
溝
口
5
―
15
―
6
（
東
急
田
園
都

市
線
高
津
駅
下
車
約
11
分
、
東
急
田
園
都
市
線
溝

の
口
駅
ま
た
は
Ｊ
Ｒ
武
蔵
溝
ノ
口
駅
下
車
約
15
分
）

参

加

料

　無
料
　
※
教
室
・
講
習
会
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
込
み
・
お
問
合
せ

　（
公
財
）川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
　
経
営
課
　
電
話
０
４
４
―
２
２
２
―
６
８
８
６

　
会
員
表
彰
は
「
自
主
・
自
立
、
共
働
・
共
助
」
の
理

念
に
基
づ
き
、
長
年
に
わ
た
り
会
員
の
模
範
と
な
る
活

動
を
さ
れ
た
方
々
に
対
し
て
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
今
年
度
は
、
次
の
方
々
の
受
賞
が
決
ま
り
ま
し
た
。

●
受
賞
者
氏
名
（
順
不
同
・
敬
称
略
）

●
南
部
事
務
所

樫
村
　
昭
　
　
　
髙
野
　
好
明
　
　
松
本
　
昇

宮
田
　
敏
夫
　
　
高
谷
　
廣
一
　
　
大
森
　
和
子

真
壁
　
昭
保
　
　
酒
井
　
正
雄
　
　
丸
田
　
利
雄

岸
川
　
り
つ
子
　
堀
　
千
草
　
　
　
坂
内
　
勝
弥
　

畑
中
　
佐
代
子
　
牛
澤
　
透
　
　
　
遠
坂
　
美
佐
子

上
杉
　
登
喜
江
　
内
海
　
道
比
古
　
大
阪
　
篤
夫

永
野
　
博
昭
　
　
岡
原
　
良
法
　
　
梅
原
　
静
江

高
橋
　
ま
り
子
　
梅
原
　
由
彦
　
　
津
野
　
雅
夫

末
吉
　
正
信
　
　
岩
門
　
信
子
　
　
島
田
　
恒
久

高
木
　
孝
矩
　
　
渡
辺
　
祐
二
　
　
椙
目
　
勝
義

服
部
　
正
一
　
　
三
浦
　
等
　
　
　
千
葉
　
貞
幸

小
山
　
晃
　
　
　
沼
田
　
隆
　
　
　
福
士
　
岩
夫

大
本
　
梅
夫
　
　
髙
橋
　
和
己
　
　
中
島
　
啓
介

●
中
部
事
務
所

加
藤
　
佐
吉
　
　
三
上
　
美
知
恵
　
山
岡
　
政
子

福
井
　
義
明
　
　
髙
橋
　
清
　
　
　
田
中
　
都
紀

会
員
表
彰
受
賞
者
決
ま
る

実

施

報

告

実

施

報

告

相
談
会
実
施
の
お
知
ら
せ

月

2

3

4

開催日

13日（金）

10日（金）

27日（金）

24日（金）

月

2

3

4

開催日

19日（木）

19日（木）

16日（木）

回

1回

2回

人数

2名

2名

相談時間

  9:00～10:25

10:35～12:00

※相談時は、ご自身のスマートフ
ォンをお持ちください。

※相談時に、メールアドレス、パ
スワード、 ｉＰｈｏｎｅの方は、Ａｐｐｌｅ
ＩＤ、その他の方はＧメールとＧｏ
ｏｇｌｅのパスワードなどがわかる
ものをお持ちください。

※相談内容によってはお答えでき
ない場合があります。

※状況により急遽中止となる場合
がございます。
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令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
交
通
反
則
通
告
制
度

が
開
始
さ
れ
ま
す｡
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令
和
８
年
４
月
１
日
か

ら
交
通
反
則
通
告
制
度

が
開
始
さ
れ
ま
す｡
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‡

南部

中部

トラックの運転手が発行した伝票を持ち帰るのを忘れてしま

っていたため、運転席まで届けに行った。その際、トラック

が載っている計量盤の上から降りる時に転倒、顔面を地面に

打ち付け目の上を切ってしまったため、病院を受診。５針の

縫合治療を受けた。

発注者宅でバリカンを使用し植木剪定作業中、地上より約

2.5mに配線されているインターネット線を誤って切断してし

まった。NTTに連絡を行い、早急に復旧工事を行った。

男

男

76

65

傷害①

賠償①

受付及び出荷

伝票発行業務

植木剪定作業

就業中

就業中

10月17日

10月７日

※傷害事故：南部１件、中部０件、北部０件　計１件　　※賠償事故：南部０件、中部１件、北部０件　計１件

○傷害事故の発生について　10月～12月までの傷害事故は1件で、転倒による事故でした。注意力不足、身体機能の低下などによるもの

とも推測されますが、「慌てない」「無理な動作をしない」「足場の悪い所は特に注意する」など、事故予防についての意識も重要です。

○賠償事故の発生について　10月～12月までの賠償事故は1件で、配線等の切断事故でした。作業前、作業中は常に現場の状況を確認し、

配線切断等の予防を確実に行うとともに、事故や怪我の可能性を常に意識しながら、急がず、慎重丁寧に作業するよう心がけてください。

事務所 事 故 の 状 況性別年齢種類 仕事の内容区　分 発生日

（５） （４）

運転者が一定の違反行為をした場合、一定期間内に反則金を納めれば、刑事
裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が終結される制度です。

ブレーキなし

※このページは、警視庁および神奈川県警のHP資料から一部を抜粋し加工、編集しています。





（６）（７）

長橋 憲二 北部会員「私の街の秋」（麻生区）

加藤 良昭 北部会員

「石仏の笑い聞こえる淨慶寺」（麻生区）

山本ひろ子 中部会員

⬆「枡形山展望台から」　

　(多摩区)

⬅「東高根森林公園」　

　(宮前区)

川原 國丸 中部会員

「花々に恋して」

（妙楽寺：多摩区）➡

（生田緑地ばら苑：多摩区）➡

会
員
か
ら
の
投
稿
記
事

会
員
か
ら
の
投
稿
記
事

会員のひろば会員のひろば
テーマ「身近な◯◯」

マル マル

「
私
の
運
動
場
」

　
　
　
　
 

山
中 

望 

北
部
会
員

　
私
が
運
動
し
て
い
る
場
所
。
そ
れ
は
麻
生
水
処
理

セ
ン
タ
ー
の
上
に
あ
る
「
あ
さ
お
ふ
れ
あ
い
の
丘
」。

「
カ
ッ
パ
公
園
」
と
保
育
園
の
子
ど
も
達
が
呼
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
は
サ
ッ
カ
ー
場
ほ
ど
の
広
さ

が
あ
り
、
土
で
で
き
て
い
る
の
で
、
足
に
優
し
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　
平
日
は
、
ほ
と
ん
ど
人
が
居
な
く
て
独
り
占
め
で

す
。
た
ま
に
小
さ
い
子
供
達
が
遊
び
に
来
て
走
り
回
っ

て
い
ま
す
。
私
が
運
動
し
て
い
る
と
寄
っ
て
き
て
「
お

じ
い
さ
ん
」
と
呼
ん
で
く
れ
ま
す
。
２
〜
３
才
く
ら

い
の
子
供
達
が
走
る
様
は
と
て
も
か
わ
い
く
て
元
気

を
も
ら
え
ま
す
。

　
私
は
そ
こ
で
最
初
は
ゆ
っ
く
り
、
そ
の
後
少
し
ス

ピ
ー
ド
を
上
げ
て
走
り
ま
す
。
そ
の
後
ベ
ン
チ
で
筋

ト
レ
を
や
り
ま
す
。
週
２
回
で
す
が
、
終
わ
っ
た
後

は
と
て
も
気
持
ち
よ
か
っ
た
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
ず
っ

と
続
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

会
報
編
集
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

　「
シ
ル
バ
ー
か
わ
さ
き
」
は
、
令
和
７
年
10
月
で
１
０
０

号
を
迎
え
ま
し
た
。
更
な
る
発
展
を
目
指
し
、
会
報
編
集

委
員
会
で
は
、
会
員
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
場
と
し

て
、
会
員
の
皆
さ
ん
か
ら
も
「
健
康
法
」
や
「
私
の
趣
味
」、

「
う
れ
し
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
」、「
自
分
は
今
こ
ん
な
こ

と
を
し
て
い
ま
す
」
な
ど
「
み
な
さ
ん
の
声
」
と
し
て
お

届
け
で
き
る
会
報
誌
を
作
成
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
限
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
や
配
色
な
ど
制
限
が
あ
り
ま
す

が
、
可
能
な
限
り
掲
載
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

●
応
募
方
法

【
文
書
】

 ①
タ
イ
ト
ル

 

②
文
字
数
（
４
０
０
字
以
内
で
お
願
い
し
ま

す
。）

 

（
用
紙
、
縦
書
き
、
横
書
き
は
問
い
ま
せ
ん
）

【
写
真
】 
①
L
判
又
は
２
L
判
に
印
刷
し
た
作
品

 

②
作
品
の
タ
イ
ト
ル
（
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば

１
０
０
文
字
以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。）

【
共
通
】

 氏
名
　
②
住
所
　
③
電
話
番
号
を
添
え
て
ご
郵

送
く
だ
さ
い
。

●
送
り
先
　
〒
２
１
０
―
０
０
２
６

 

　
川
崎
市
川
崎
区
堤
根
34
―
15

　
 

　（
公
財
）
川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

 

　
会
報
編
集
委
員
会
宛
て

※
応
募
さ
れ
た
作
品
は
、
事
務
局
で
選
考
の
う
え
「
会

員
の
ひ
ろ
ば
」
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
採
用
さ
れ
た
方
に
は
、Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
を
贈
呈
い
た

し
ま
す
。

（画像 ©2026 Google）





（９） （８）

◆
地
域
班
事
務
所
連
絡
会
議

令
和
７
年
９
月
17
日（
水
）

　
北
部
事
務
所
１
階
会
議
室
に
お
い
て
、
令
和
７
年
度 

第
１
回
地
域
班
事
務
所
連
絡
会
議
を
実
施
し
ま
し
た
。
会

議
に
は
、
各
地
区
の
班
長
及
び
副
班
長
６
名
が
出
席
し
ま

し
た
。
事
務
局
か
ら
、
５
月
に
実
施
さ
れ
た
、
今
年
度
１

回
目
の
全
体
会
議
の
報
告
、
北
部
事
務
所
の
地
域
班
の
年

間
活
動
計
画
、
10
月
に
実
施
す
る
会
員
募
集
チ
ラ
シ
配
布

活
動
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
出
席
し
た
班
長
や

副
班
長
か
ら
は
、
会
員
募
集
チ
ラ
シ
の
配
布
地
域
や
、
配

布
方
法
に
つ
い
て
確
認
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
植
木
剪
定
作
業
・
除
草
作
業
就
業
会
員
募

集　
北
部
事
務
所
で
は
、
植
木
剪
定
作
業
・
除
草
作
業

の
就
業
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
条
件
を

満
た
し
、
就
業
を
希
望
す
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
、
ま
ず
は
北
部
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◯
基
本
条
件

①
植
木
剪
定
作
業
の
就
業
希
望
者
は
植
木
班
、
除
草

作
業
の
就
業
希
望
者
は
除
草
班
に
所
属
し
、
発
注

者
の
都
合
に
合
わ
せ
て
作
業
を
行
う
た
め
、
年
間

を
通
じ
て
日
程
の
調
整
が
で
き
る
方
（
繁
忙
期
と

閑
散
期
が
あ
り
ま
す
）。

②
発
注
者
に
対
し
丁
寧
な
対
応
が
で
き
る
方
。

③
作
業
で
使
用
す
る
道
具
（
植
木
剪
定
作
業
は
枝
切

り
鋏
や
三
脚
等
、
除
草
作
業
は
鎌
等
）
を
ご
自
身

で
用
意
・
持
参
し
、
麻
生
区
と
多
摩
区
の
就
業
場

所
に
行
け
る
方
（
※
植
木
剪
定
作
業
は
、
道
具
が

持
ち
運
び
で
き
る
車
両
が
必
須
と
な
り
ま
す
）。

④
体
力
に
自
信
が
あ
る
方
（
夏
季
は
特
に
炎
天
下
で

の
作
業
と
な
り
ま
す
）。

⑤
セ
ン
タ
ー
主
催
の
事
業
説
明
会
に
出
席
、
説
明
内

容
を
理
解
し
、
決
ま
り
に
従
い
就
業
で
き
る
方
。

★
事
務
所
安
全
・
適
正
就
業
巡
回
指
導

令
和
７
年
12
月
19
日（
金
）

　
中
原
区
内
に
あ
る
４
階
建
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
清
掃
業
務

を
２
名
の
安
全
・
適
正
就
業
委
員
･
対
策
員
で
巡
回
指
導

し
ま
し
た
。

　
男
性
会
員
１
名
が
週
２
回
、
共
有
部
分
の
清
掃
を
行
っ

て
い
ま
す
。
小
規
模
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
あ
り
ま
す
が
、

狭
く
暗
い
階
段
を
清
掃
す
る
の
で
、
と
て
も
気
を
付
け
て

作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
季
節
的
に
落
ち
葉
も
多
く
、

よ
り
滑
り
や
す
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
委
員

の
方
々
は
そ
の
点
に
も
注
意
し
て
清
掃
す
る
よ
う
指
導
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
建
物
の
玄
関
前
が
す
ぐ
道
路
に
面
し

て
い
る
た
め
、
頻
繁
に
通
る
車
、
自
転
車
に
も
気
を
付
け
、

よ
り
一
層
安
全
に
気
を
配
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

◎
事
務
所
安
全
・
適
正
就
業
巡
回
指
導

令
和
７
年
11
月
13
日（
木
）

　
高
津
区
で
行
っ
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
清
掃
作
業
の
現

場
を
中
部
事
務
所
の
安
全
・
適
正
就
業
委
員
と
対
策
員
と

職
員
２
名
で
巡
回
し
ま
し
た
。

　
就
業
者
は
、
現
場
が
道
路
に
面
し
た
場
所
の
た
め
、
車

の
排
気
で
壁
や
手
す
り
等
が
黒
く
汚
れ
て
し
ま
い
清
掃
時

に
苦
労
し
て
い
る
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
場
の

階
段
が
急
で
恐
怖
を
感
じ
る
た
め
、
転
落
な
ど
を
回
避
す

る
工
夫
と
し
て
、
下
か
ら
上
に
登
り
な
が
ら
清
掃
を
す
る

な
ど
、
安
全
に
就
業
で
き
る
よ
う
気
を
付
け
て
い
る
と
話

が
あ
り
ま
し
た
。

　
対
策
員
か
ら
は
、
寒
い
気
候
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、

体
調
に
気
を
つ
け
て
、
無
理
の
な
い
よ
う
、
就
業
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
話
が
あ
り
ま
し
た
。

◎
宮
前
区
民
祭

　
　
　
　
　
　     

令
和
７
年
11
月
16
日（
日
）

　
シ
ル
バ
ー
普
及
啓
発
活
動
月
間
の
一
環
と
し
て
宮
前
区

民
祭
に
会
員
４
名
、
職
員
３
名
で
参
加
し
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
会
員
と
職
員
が
会
場
内
の
各
所
で
「
会
員
募
集
」、「
就

業
開
拓
」
の
目
的
で
約
２
，０
０
０
個
の
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ

ッ
シ
ュ
を
配
布
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
前

区
役
所
１
階
の
出
展
ブ
ー
ス
で
は
、
来
場
者
か
ら
の
会
員

登
録
や
お
仕
事
の
相
談
等
に
対
応
し
ま
し
た
。

◎
家
事
援
助
・
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス
懇
談
会

                 

令
和
７
年
12
月
10
日（
水
）

　
中
部
事
務
所
で
は
、
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
や
育
児
支
援

サ
ー
ビ
ス
で
就
業
し
て
い
る
会
員
を
対
象
に
懇
談
会
を
行

い
ま
し
た
。

　
中
部
事
務
所
の
就
業
実
績
や
事
前
に
就
業
さ
れ
て
い
る

方
々
に
伺
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
報
告
、
そ
し
て

安
全
就
業
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
事
故
状
況
に

つ
い
て
も
お
話
し
し
ま
し
た
。
ま
た
、
実
際
に
現
場
に
出

て
い
る
会
員
の
皆
様
か
ら
現
場
で
苦
労
し
て
い
る
こ
と
等

の
お
話
を
伺
う
こ
と
で
、
会
員
同
士
だ
け
で
な
く
、
問
合

せ
を
受
け
る
職
員
も
参
考
に
な
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と

が
で
き
、
有
意
義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　
◆
植
木
・
除
草
作
業
説
明
会

令
和
７
年
10
月
10
日（
金
）・
令
和
７
年
10
月
31
日（
金
）

　
北
部
事
務
所
１
階
会
議
室
に
お
い
て
、
植
木
班
及
び
除

草
班
へ
の
加
入
希
望
会
員
に
対
し
、
作
業
説
明
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
植
木
作
業
説
明
会
は
10
月
10
日
に
、
除
草
作

業
説
明
会
は
10
月
31
日
に
実
施
し
、
植
木
作
業
説
明
会
に

は
１
名
の
就
業
希
望
会
員
が
、
除
草
作
業
説
明
会
に
は
３

名
の
就
業
希
望
会
員
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
説
明
会
で
は
最
初
に
１
時
間
程
度
、
事
務
局
か
ら
、
班

に
所
属
し
作
業
に
従
事
す
る
た
め
の
基
本
条
件
や
、
受
注

か
ら
作
業
完
了
後
に
就
業
報
告
書
を
事
務
局
に
提
出
す
る

ま
で
の
一
連
の
作
業
の
流
れ
な
ど
に
つ
い
て
、
資
料
に
沿

っ
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
質
疑
応
答
を
行
い
、

会
員
か
ら
は
炎
天
下
で
の
作
業
の
仕
方
等
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
説
明
会
後
、
植
木
班
・
除
草
班
に
各
１

名
の
会
員
が
、
新
た
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
北
部
事
務
所
で
は
受
注
量
に
比
べ
て
、
作
業
で
き
る
植

木
・
除
草
班
員
の
人
数
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
作
業
で
き

る
班
員
を
増
強
す
べ
く
、
随
時
、
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
北
部
事
務
所
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
基
本
条
件
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
北
部
事
務
所
の
植
木
班
及
び
除
草
班

の
活
動
に
つ
い
て
は
、
シ
ル
バ
ー
か
わ

さ
き
第
93
号
（
除
草
）
及
び
第
99
号
（
植

木
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
記
事
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

巡回指導の様子

懇談会の様子

巡回指導の様子各説明会の様子

Q
R
コ
ー
ド 来場者にティッシュを配布する会員

集合写真（1F出展ブースにて）

○
基
本
条
件

①
植
木
剪
定
作
業
の
就
業
希
望
者
は
植
木
班
、
除
草
作

業
の
就
業
希
望
者
は
除
草
班
に
所
属
し
、
発
注
者
の

都
合
に
合
わ
せ
て
作
業
を
行
う
た
め
、
年
間
を
通
じ

て
日
程
の
調
整
が
で
き
る
方
（
繁
忙
期
と
閑
散
期
が

あ
り
ま
す
）。

②
発
注
者
に
対
し
丁
寧
な
対
応
が
で
き
る
方
。

③
作
業
で
使
用
す
る
道
具
（
植
木
剪
定
作
業
は
枝
切
り

鋏
や
三
脚
等
、
除
草
作
業
は
鎌
等
）
を
ご
自
身
で
用

意
・
持
参
し
、
麻
生
区
と
多
摩
区
の
就
業
場
所
に
行

け
る
方
（
※
植
木
剪
定
作
業
は
、
道
具
が
持
ち
運
び

で
き
る
車
両
が
必
須
と
な
り
ま
す
）。

④
体
力
に
自
信
が
あ
る
方
（
夏
季
は
特
に
炎
天
下
で
の

作
業
と
な
り
ま
す
）。

⑤
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
所
持
し
て
い
た
だ
け
る
方
。
セ
ン
タ
ー
か

ら
の
就
業
依
頼
書
（
仕
事
の
依
頼
）
や
連
絡
事
項
記

載
の
書
面
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
送
付
す
る
こ
と
か
ら
、
必

ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
導
入
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
現

在
導
入
し
て
い
な
い
場
合
は
、
近
い
将
来
、
必
ず
導

入
い
た
だ
く
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
（
特
に
ご
自

身
の
担
当
現
場
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
必

ず
必
要
に
な
り
ま
す
）。

⑥
セ
ン
タ
ー
主
催
の
事
業
説
明
会
に
出
席
、
説
明
内
容

を
理
解
し
、
決
ま
り
に
従
い
就
業
で
き
る
方
。

★

南
部
事

務
所

☎
2
2
2
―
1
5
5
0

事
務
所
だ
よ
り

◎

中
部
事

務
所

☎
8
2
2
―
5
0
3
1

◆
北
部

事
務

所

☎
9
8
0
―
0
1
3
1



（９） （８）

◆
地
域
班
事
務
所
連
絡
会
議

令
和
７
年
９
月
17
日（
水
）

　
北
部
事
務
所
１
階
会
議
室
に
お
い
て
、
令
和
７
年
度 

第
１
回
地
域
班
事
務
所
連
絡
会
議
を
実
施
し
ま
し
た
。
会

議
に
は
、
各
地
区
の
班
長
及
び
副
班
長
６
名
が
出
席
し
ま

し
た
。
事
務
局
か
ら
、
５
月
に
実
施
さ
れ
た
、
今
年
度
１

回
目
の
全
体
会
議
の
報
告
、
北
部
事
務
所
の
地
域
班
の
年

間
活
動
計
画
、
10
月
に
実
施
す
る
会
員
募
集
チ
ラ
シ
配
布

活
動
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
出
席
し
た
班
長
や

副
班
長
か
ら
は
、
会
員
募
集
チ
ラ
シ
の
配
布
地
域
や
、
配

布
方
法
に
つ
い
て
確
認
が
あ
り
ま
し
た
。

◆
植
木
剪
定
作
業
・
除
草
作
業
就
業
会
員
募

集　
北
部
事
務
所
で
は
、
植
木
剪
定
作
業
・
除
草
作
業

の
就
業
会
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
次
の
条
件
を

満
た
し
、
就
業
を
希
望
す
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
ら
、
ま
ず
は
北
部
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◯
基
本
条
件

①
植
木
剪
定
作
業
の
就
業
希
望
者
は
植
木
班
、
除
草

作
業
の
就
業
希
望
者
は
除
草
班
に
所
属
し
、
発
注

者
の
都
合
に
合
わ
せ
て
作
業
を
行
う
た
め
、
年
間

を
通
じ
て
日
程
の
調
整
が
で
き
る
方
（
繁
忙
期
と

閑
散
期
が
あ
り
ま
す
）。

②
発
注
者
に
対
し
丁
寧
な
対
応
が
で
き
る
方
。

③
作
業
で
使
用
す
る
道
具
（
植
木
剪
定
作
業
は
枝
切

り
鋏
や
三
脚
等
、
除
草
作
業
は
鎌
等
）
を
ご
自
身

で
用
意
・
持
参
し
、
麻
生
区
と
多
摩
区
の
就
業
場

所
に
行
け
る
方
（
※
植
木
剪
定
作
業
は
、
道
具
が

持
ち
運
び
で
き
る
車
両
が
必
須
と
な
り
ま
す
）。

④
体
力
に
自
信
が
あ
る
方
（
夏
季
は
特
に
炎
天
下
で

の
作
業
と
な
り
ま
す
）。

⑤
セ
ン
タ
ー
主
催
の
事
業
説
明
会
に
出
席
、
説
明
内

容
を
理
解
し
、
決
ま
り
に
従
い
就
業
で
き
る
方
。

★
事
務
所
安
全
・
適
正
就
業
巡
回
指
導

令
和
７
年
12
月
19
日（
金
）

　
中
原
区
内
に
あ
る
４
階
建
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
清
掃
業
務

を
２
名
の
安
全
・
適
正
就
業
委
員
･
対
策
員
で
巡
回
指
導

し
ま
し
た
。

　
男
性
会
員
１
名
が
週
２
回
、
共
有
部
分
の
清
掃
を
行
っ

て
い
ま
す
。
小
規
模
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
あ
り
ま
す
が
、

狭
く
暗
い
階
段
を
清
掃
す
る
の
で
、
と
て
も
気
を
付
け
て

作
業
を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
季
節
的
に
落
ち
葉
も
多
く
、

よ
り
滑
り
や
す
い
状
況
に
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
委
員

の
方
々
は
そ
の
点
に
も
注
意
し
て
清
掃
す
る
よ
う
指
導
し

て
い
ま
し
た
。
こ
の
建
物
の
玄
関
前
が
す
ぐ
道
路
に
面
し

て
い
る
た
め
、
頻
繁
に
通
る
車
、
自
転
車
に
も
気
を
付
け
、

よ
り
一
層
安
全
に
気
を
配
る
よ
う
に
伝
え
ま
し
た
。

◎
事
務
所
安
全
・
適
正
就
業
巡
回
指
導

令
和
７
年
11
月
13
日（
木
）

　
高
津
区
で
行
っ
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
の
清
掃
作
業
の
現

場
を
中
部
事
務
所
の
安
全
・
適
正
就
業
委
員
と
対
策
員
と

職
員
２
名
で
巡
回
し
ま
し
た
。

　
就
業
者
は
、
現
場
が
道
路
に
面
し
た
場
所
の
た
め
、
車

の
排
気
で
壁
や
手
す
り
等
が
黒
く
汚
れ
て
し
ま
い
清
掃
時

に
苦
労
し
て
い
る
と
話
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
場
の

階
段
が
急
で
恐
怖
を
感
じ
る
た
め
、
転
落
な
ど
を
回
避
す

る
工
夫
と
し
て
、
下
か
ら
上
に
登
り
な
が
ら
清
掃
を
す
る

な
ど
、
安
全
に
就
業
で
き
る
よ
う
気
を
付
け
て
い
る
と
話

が
あ
り
ま
し
た
。

　
対
策
員
か
ら
は
、
寒
い
気
候
に
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、

体
調
に
気
を
つ
け
て
、
無
理
の
な
い
よ
う
、
就
業
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
話
が
あ
り
ま
し
た
。

◎
宮
前
区
民
祭

　
　
　
　
　
　     

令
和
７
年
11
月
16
日（
日
）

　
シ
ル
バ
ー
普
及
啓
発
活
動
月
間
の
一
環
と
し
て
宮
前
区

民
祭
に
会
員
４
名
、
職
員
３
名
で
参
加
し
、
シ
ル
バ
ー
人

材
セ
ン
タ
ー
の
Ｐ
Ｒ
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
会
員
と
職
員
が
会
場
内
の
各
所
で
「
会
員
募
集
」、「
就

業
開
拓
」
の
目
的
で
約
２
，０
０
０
個
の
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ

ッ
シ
ュ
を
配
布
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
宮
前

区
役
所
１
階
の
出
展
ブ
ー
ス
で
は
、
来
場
者
か
ら
の
会
員

登
録
や
お
仕
事
の
相
談
等
に
対
応
し
ま
し
た
。

◎
家
事
援
助
・
育
児
支
援
サ
ー
ビ
ス
懇
談
会

                 

令
和
７
年
12
月
10
日（
水
）

　
中
部
事
務
所
で
は
、
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
や
育
児
支
援

サ
ー
ビ
ス
で
就
業
し
て
い
る
会
員
を
対
象
に
懇
談
会
を
行

い
ま
し
た
。

　
中
部
事
務
所
の
就
業
実
績
や
事
前
に
就
業
さ
れ
て
い
る

方
々
に
伺
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
報
告
、
そ
し
て

安
全
就
業
に
目
を
向
け
て
い
た
だ
く
た
め
、
事
故
状
況
に

つ
い
て
も
お
話
し
し
ま
し
た
。
ま
た
、
実
際
に
現
場
に
出

て
い
る
会
員
の
皆
様
か
ら
現
場
で
苦
労
し
て
い
る
こ
と
等

の
お
話
を
伺
う
こ
と
で
、
会
員
同
士
だ
け
で
な
く
、
問
合

せ
を
受
け
る
職
員
も
参
考
に
な
る
情
報
を
共
有
す
る
こ
と

が
で
き
、
有
意
義
な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　
◆
植
木
・
除
草
作
業
説
明
会

令
和
７
年
10
月
10
日（
金
）・
令
和
７
年
10
月
31
日（
金
）

　
北
部
事
務
所
１
階
会
議
室
に
お
い
て
、
植
木
班
及
び
除

草
班
へ
の
加
入
希
望
会
員
に
対
し
、
作
業
説
明
会
を
実
施

し
ま
し
た
。
植
木
作
業
説
明
会
は
10
月
10
日
に
、
除
草
作

業
説
明
会
は
10
月
31
日
に
実
施
し
、
植
木
作
業
説
明
会
に

は
１
名
の
就
業
希
望
会
員
が
、
除
草
作
業
説
明
会
に
は
３

名
の
就
業
希
望
会
員
が
出
席
し
ま
し
た
。

　
説
明
会
で
は
最
初
に
１
時
間
程
度
、
事
務
局
か
ら
、
班

に
所
属
し
作
業
に
従
事
す
る
た
め
の
基
本
条
件
や
、
受
注

か
ら
作
業
完
了
後
に
就
業
報
告
書
を
事
務
局
に
提
出
す
る

ま
で
の
一
連
の
作
業
の
流
れ
な
ど
に
つ
い
て
、
資
料
に
沿

っ
て
説
明
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
後
質
疑
応
答
を
行
い
、

会
員
か
ら
は
炎
天
下
で
の
作
業
の
仕
方
等
に
つ
い
て
質
問

が
あ
り
ま
し
た
。
説
明
会
後
、
植
木
班
・
除
草
班
に
各
１

名
の
会
員
が
、
新
た
に
加
入
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
北
部
事
務
所
で
は
受
注
量
に
比
べ
て
、
作
業
で
き
る
植

木
・
除
草
班
員
の
人
数
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
作
業
で
き

る
班
員
を
増
強
す
べ
く
、
随
時
、
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま

す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
北
部
事
務
所
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
基
本
条
件
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
北
部
事
務
所
の
植
木
班
及
び
除
草
班

の
活
動
に
つ
い
て
は
、
シ
ル
バ
ー
か
わ

さ
き
第
93
号
（
除
草
）
及
び
第
99
号
（
植

木
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
紹
介
記
事
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

巡回指導の様子

懇談会の様子

巡回指導の様子各説明会の様子

Q
R
コ
ー
ド 来場者にティッシュを配布する会員

集合写真（1F出展ブースにて）

○
基
本
条
件

①
植
木
剪
定
作
業
の
就
業
希
望
者
は
植
木
班
、
除
草
作

業
の
就
業
希
望
者
は
除
草
班
に
所
属
し
、
発
注
者
の

都
合
に
合
わ
せ
て
作
業
を
行
う
た
め
、
年
間
を
通
じ

て
日
程
の
調
整
が
で
き
る
方
（
繁
忙
期
と
閑
散
期
が

あ
り
ま
す
）。

②
発
注
者
に
対
し
丁
寧
な
対
応
が
で
き
る
方
。

③
作
業
で
使
用
す
る
道
具
（
植
木
剪
定
作
業
は
枝
切
り

鋏
や
三
脚
等
、
除
草
作
業
は
鎌
等
）
を
ご
自
身
で
用

意
・
持
参
し
、
麻
生
区
と
多
摩
区
の
就
業
場
所
に
行

け
る
方
（
※
植
木
剪
定
作
業
は
、
道
具
が
持
ち
運
び

で
き
る
車
両
が
必
須
と
な
り
ま
す
）。

④
体
力
に
自
信
が
あ
る
方
（
夏
季
は
特
に
炎
天
下
で
の

作
業
と
な
り
ま
す
）。

⑤
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
所
持
し
て
い
た
だ
け
る
方
。
セ
ン
タ
ー
か

ら
の
就
業
依
頼
書
（
仕
事
の
依
頼
）
や
連
絡
事
項
記

載
の
書
面
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
送
付
す
る
こ
と
か
ら
、
必

ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
導
入
い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
現

在
導
入
し
て
い
な
い
場
合
は
、
近
い
将
来
、
必
ず
導

入
い
た
だ
く
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
（
特
に
ご
自

身
の
担
当
現
場
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
、
必

ず
必
要
に
な
り
ま
す
）。

⑥
セ
ン
タ
ー
主
催
の
事
業
説
明
会
に
出
席
、
説
明
内
容

を
理
解
し
、
決
ま
り
に
従
い
就
業
で
き
る
方
。

★

南
部
事

務
所

☎
2
2
2
―
1
5
5
0

事
務
所
だ
よ
り

◎

中
部
事

務
所

☎
8
2
2
―
5
0
3
1

◆
北
部

事
務

所

☎
9
8
0
―
0
1
3
1



会員の皆さまへ

厚生労働省からの指針に基づき契約関係を見直します
シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約（指定管理業務等など一部の業
務を除く）について、厚生労働省から示された方針に基づき契約方法の見直しを行います。
この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新
しい契約方法（包括的契約）に変更されます。
当センターでは令和８年４月１日以降にお仕事をいただく個個人人・・ごご家家庭庭の発注者を対象に新しい
契約方法へ移行させていただくことにいたしましたので、会員の皆さまには契約方法の見直しへの
ご理解をお願いいたします。

契約のイメージ

新たな契約方法について

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実実務務面面でではは現現在在とと基基本本的的
にに変変わわるるととこころろははあありりまませせんん。。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。
会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこ
と等があれば、センターにご相談ください。

報報酬酬のの扱扱いいににつついいてて
新たな契約方法では、「配分金」は「会員業務委託料」という名称に変わります。
収入の取り扱いについては、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計
算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として６５万円まで認めら
れることについても現行と変わりません。

（10） （11）

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和32年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和32年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和36年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和36年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

管轄地域

川崎区
幸区

中原区
高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

川崎南

川崎北

川崎西

電話番号

044-222-7531

044-852-3221

044-965-4911

管轄地域

川崎区
幸区

中原区

高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

かわさき市税事務所
市民税課

こすぎ市税分室
市民税担当

みぞのくち市税事務所
市民税課

しんゆり市税事務所
市民税課

電話番号

044-200-3882

044-744-3231

044-820-6560

044-543-8958

　シルバー人材センターから支払われる配分金は、所得税法上「雑所得」として扱われ、総収入から実際にかかった

必要経費等を差し引いて、確定申告に必要な課税所得額を計算します。

　必要経費が65万円を超える方や、配分金と公的年金以外に収入がある方の課税所得額の計算方法については、管轄

地域の税務署等にご相談ください。

　必要経費の金額が65万円未満の場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、実際にかかった

必要経費の額に係わらず所得計算の計算上、必要経費を一律に65万円とすることができます。

例① 【収入が配分金のみの方】
　令和７年中の配分金の合計額が、160万円以下であった場合は、税務署への確定申告の必要はありません。配分金の

収入が160万円を超えた場合は、次の計算式により確定申告が必要となります。

配分金の合計額  －  65万円（必要経費の特例）  －  58～95万円（基礎控除）  ＝  課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

例② 【収入が配分金と公的年金のみの方】
　公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、配分金の合計額が85万円以下であった場合は税務署への確定申告の必

要はありません。

上記に当てはまらない場合は、次の計算式により確定申告が必要になることがあります。

　

　 ① 公的年金の雑所得の額　（Ａ）　＜下記の速算表から求めた金額＞

　 ② 配分金の合計額 ―　 65万円（必要経費の特例） 　＝　配分金に係る雑所得の額（Ｂ）

　 ③ （Ａ） ＋ （Ｂ） ― 　58～95万円（基礎控除） 　＝　課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

（※）課税所得額がある場合は確定申告が必要になります。

［令和３年分公的年金等に係る所得金額の速算表］

［令和７年分公的年金等に係る所得金額の速算表］ 確定申告についてのお問合せは直接税務署へ

市民税・県民税についてのお問合せ先

◆
配
分
金
と
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
昨
年
１
年
間
（
就
業
期
間
は
、
令
和
２
年
12
月
か
ら

令
和
３
年
11
月
で
す
。）
に
お
支
払
い
し
た
配
分
金
の
証

明
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
配
分
金
明
細
書
と
同
様
に
「
圧
着
は
が
き
」
で
郵
送

し
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
を
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

で
す
の
で
、
他
の
郵
便
物
と
間
違
え
て
破
棄
し
な
い
よ

う
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
分
金
は
、

所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
総
収
入
か
ら
実

際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
、
確
定
申
告
に
必

要

な

課

税

所

得

額

を

計

算

し

ま

す
。

　
必
要
経
費
が
55
万
円
を
超
え
る
方
や
、
配
分
金
と
公
的
年

金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方
の
課
税
所
得
額
の
計
算
方
法
に
つ

い
て
は
、
管
轄
地
域
の
税
務
署
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
金
額
が
55
万
円
未
満
の
場

合
に
は
、「
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得
計
算
の

特
例
」
に
よ
り
、
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
額
に
係
わ

ら
ず
、
所
得
計
算
の
計
算
上
、
必
要
経
費
を
一
律
に
55
万
円

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【

収

入

が

配

分

金

の

み

の

方

】

　
令
和
３
年
中
の
配
分
金
の
合
計
額
が
、
1
0
3
万
円
以
下

で
あ
っ
た
場
合
は
、
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
配
分
金
の
収
入
が
1
0
3
万
円
を
超
え
た
場
合
は
、
次
の
計

算
式
に
よ
り
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

 

― 

48
万
円
（
基
礎
控
除
） 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

（
※
）
課
税
所
得
額
が
あ
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

【
収
入
が
配
分
金
と
公
的
年
金
の
み
の
方
】

　
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

配
分
金
の
合
計
額
が
75
万
円
以
下
で
あ
っ
た
場
合
は
税
務
署

へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
計
算
式
に
よ
り

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

① 

公

的

年

金

の

雑

所

得

の

額
（
A
）

 

〈
下
記
の
速
算
表
か
ら
求
め
た
金

額

〉

② 

配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

＝ 

配
分
金
に
係
る
雑
所
得
の
額
（
B
）

③ 

（
A
）
＋
（
B
） 

― 

48

万

円
（
基

礎

控

除
） 

 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

◆配分金と確定申告について◆

【
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
直
接
税
務
署
へ
】

●
川
崎
区
・
幸
区

　
川
崎
南
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
２
２
２
―
７
５
３
１

●
中
原
区
・
高
津
区
・
宮
前
区

　
川
崎
北
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
8
5
2
―
3
2
2
1

●
多
摩
区
・
麻
生
区

　
川
崎
西
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
9
6
5
―
4
9
1
1

　
音
声
案
内
に
従
い
、「
0
」を
選
択
す
る
と
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に
繋
が
り
ま
す
。

 　　

配
分
金
支
払
証
明
書
に
つ
い
て

　昨年１年間（期間は、令和６年12月から令和７年11月となります。）に当センターで就業された会員へお支払いした

ことを証明する『配分金証明書』を「圧着はがき」で郵送しています。確定申告をするために必要な書類ですので、

他の郵便物と間違えて破棄しないよう気を付けてください。

配分金支払証明書について
圧着はがき（開封面）が配分金支払証明書になっています。

音声案内に従い、「0」を選択すると確定申告電話相談センターに
繋がります。

※所得税の確定申告が不要の方については、市民税・県民税の
申告が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください。

会員の皆さまへ

厚生労働省からの指針に基づき契約関係を見直します
シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約（指定管理業務等など一部の業
務を除く）について、厚生労働省から示された方針に基づき契約方法の見直しを行います。
この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新
しい契約方法（包括的契約）に変更されます。
当センターでは令和８年４月１日以降にお仕事をいただく個個人人・・ごご家家庭庭の発注者を対象に新しい
契約方法へ移行させていただくことにいたしましたので、会員の皆さまには契約方法の見直しへの
ご理解をお願いいたします。

契約のイメージ

新たな契約方法について

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実実務務面面でではは現現在在とと基基本本的的
にに変変わわるるととこころろははあありりまませせんん。。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。
会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこ
と等があれば、センターにご相談ください。

報報酬酬のの扱扱いいににつついいてて
新たな契約方法では、「配分金」は「会員業務委託料」という名称に変わります。
収入の取り扱いについては、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計
算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として６５万円まで認めら
れることについても現行と変わりません。

会員の皆さまへ

厚生労働省からの指針に基づき契約関係を見直します
シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約（指定管理業務等など一部の業
務を除く）について、厚生労働省から示された方針に基づき契約方法の見直しを行います。
この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新
しい契約方法（包括的契約）に変更されます。
当センターでは令和８年４月１日以降にお仕事をいただく個個人人・・ごご家家庭庭の発注者を対象に新しい
契約方法へ移行させていただくことにいたしましたので、会員の皆さまには契約方法の見直しへの
ご理解をお願いいたします。

契約のイメージ

新たな契約方法について

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実実務務面面でではは現現在在とと基基本本的的
にに変変わわるるととこころろははあありりまませせんん。。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。
会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこ
と等があれば、センターにご相談ください。

報報酬酬のの扱扱いいににつついいてて
新たな契約方法では、「配分金」は「会員業務委託料」という名称に変わります。
収入の取り扱いについては、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計
算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として６５万円まで認めら
れることについても現行と変わりません。

会員の皆さまへ

厚生労働省からの指針に基づき契約関係を見直します
シルバー人材センターの会員が請負・委任の形態で就業する契約（指定管理業務等など一部の業
務を除く）について、厚生労働省から示された方針に基づき契約方法の見直しを行います。
この指針では、「発注者と会員」、「会員とセンター」、「センターと発注者」の三者で結ぶ新
しい契約方法（包括的契約）に変更されます。
当センターでは令和８年４月１日以降にお仕事をいただく個個人人・・ごご家家庭庭の発注者を対象に新しい
契約方法へ移行させていただくことにいたしましたので、会員の皆さまには契約方法の見直しへの
ご理解をお願いいたします。

契約のイメージ

新たな契約方法について

形式的には発注者と会員との間で契約関係が生じることになりますが、実実務務面面でではは現現在在とと基基本本的的
にに変変わわるるととこころろははあありりまませせんん。。センターは、発注者と会員の間に入って様々な調整を行います。
会員の皆さまには、今までどおり安心して仕事に就いていただき、就業に関して何かお困りのこ
と等があれば、センターにご相談ください。

報報酬酬のの扱扱いいににつついいてて
新たな契約方法では、「配分金」は「会員業務委託料」という名称に変わります。
収入の取り扱いについては、これまでと同様「雑所得」として扱われます。また、所得金額の計
算に際して、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、必要経費として６５万円まで認めら
れることについても現行と変わりません。



（10） （11）

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和32年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和32年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和36年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和36年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

管轄地域

川崎区
幸区

中原区
高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

川崎南

川崎北

川崎西

電話番号

044-222-7531

044-852-3221

044-965-4911

管轄地域

川崎区
幸区

中原区

高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

かわさき市税事務所
市民税課

こすぎ市税分室
市民税担当

みぞのくち市税事務所
市民税課

しんゆり市税事務所
市民税課

電話番号

044-200-3882

044-744-3231

044-820-6560

044-543-8958

　シルバー人材センターから支払われる配分金は、所得税法上「雑所得」として扱われ、総収入から実際にかかった

必要経費等を差し引いて、確定申告に必要な課税所得額を計算します。

　必要経費が65万円を超える方や、配分金と公的年金以外に収入がある方の課税所得額の計算方法については、管轄

地域の税務署等にご相談ください。

　必要経費の金額が65万円未満の場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、実際にかかった

必要経費の額に係わらず所得計算の計算上、必要経費を一律に65万円とすることができます。

例① 【収入が配分金のみの方】
　令和７年中の配分金の合計額が、160万円以下であった場合は、税務署への確定申告の必要はありません。配分金の

収入が160万円を超えた場合は、次の計算式により確定申告が必要となります。

配分金の合計額  －  65万円（必要経費の特例）  －  58～95万円（基礎控除）  ＝  課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

例② 【収入が配分金と公的年金のみの方】
　公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、配分金の合計額が85万円以下であった場合は税務署への確定申告の必

要はありません。

上記に当てはまらない場合は、次の計算式により確定申告が必要になることがあります。

　

　 ① 公的年金の雑所得の額　（Ａ）　＜下記の速算表から求めた金額＞

　 ② 配分金の合計額 ―　 65万円（必要経費の特例） 　＝　配分金に係る雑所得の額（Ｂ）

　 ③ （Ａ） ＋ （Ｂ） ― 　58～95万円（基礎控除） 　＝　課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

（※）課税所得額がある場合は確定申告が必要になります。

［令和３年分公的年金等に係る所得金額の速算表］

［令和７年分公的年金等に係る所得金額の速算表］ 確定申告についてのお問合せは直接税務署へ

市民税・県民税についてのお問合せ先

◆
配
分
金
と
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
昨
年
１
年
間
（
就
業
期
間
は
、
令
和
２
年
12
月
か
ら

令
和
３
年
11
月
で
す
。）
に
お
支
払
い
し
た
配
分
金
の
証

明
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
配
分
金
明
細
書
と
同
様
に
「
圧
着
は
が
き
」
で
郵
送

し
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
を
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

で
す
の
で
、
他
の
郵
便
物
と
間
違
え
て
破
棄
し
な
い
よ

う
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
分
金
は
、

所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
総
収
入
か
ら
実

際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
、
確
定
申
告
に
必

要

な

課

税

所

得

額

を

計

算

し

ま

す
。

　
必
要
経
費
が
55
万
円
を
超
え
る
方
や
、
配
分
金
と
公
的
年

金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方
の
課
税
所
得
額
の
計
算
方
法
に
つ

い
て
は
、
管
轄
地
域
の
税
務
署
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
金
額
が
55
万
円
未
満
の
場

合
に
は
、「
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得
計
算
の

特
例
」
に
よ
り
、
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
額
に
係
わ

ら
ず
、
所
得
計
算
の
計
算
上
、
必
要
経
費
を
一
律
に
55
万
円

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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収

入

が

配

分

金

の

み

の

方

】

　
令
和
３
年
中
の
配
分
金
の
合
計
額
が
、
1
0
3
万
円
以
下

で
あ
っ
た
場
合
は
、
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
配
分
金
の
収
入
が
1
0
3
万
円
を
超
え
た
場
合
は
、
次
の
計

算
式
に
よ
り
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

 

― 

48
万
円
（
基
礎
控
除
） 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

（
※
）
課
税
所
得
額
が
あ
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

【
収
入
が
配
分
金
と
公
的
年
金
の
み
の
方
】

　
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

配
分
金
の
合
計
額
が
75
万
円
以
下
で
あ
っ
た
場
合
は
税
務
署

へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
計
算
式
に
よ
り

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

① 

公
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金
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得

の

額
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A
）

 

〈
下
記
の
速
算
表
か
ら
求
め
た
金

額

〉

② 

配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

＝ 

配
分
金
に
係
る
雑
所
得
の
額
（
B
）

③ 

（
A
）
＋
（
B
） 

― 

48

万

円
（
基

礎

控

除
） 

 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

◆配分金と確定申告について◆

【
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
直
接
税
務
署
へ
】

●
川
崎
区
・
幸
区
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崎
南
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務
署
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０
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４
―
２
２
２
―
７
５
３
１

●
中
原
区
・
高
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区
・
宮
前
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川
崎
北
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
8
5
2
―
3
2
2
1

●
多
摩
区
・
麻
生
区

　
川
崎
西
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
9
6
5
―
4
9
1
1

　
音
声
案
内
に
従
い
、「
0
」を
選
択
す
る
と
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に
繋
が
り
ま
す
。

 　　

配
分
金
支
払
証
明
書
に
つ
い
て

　昨年１年間（期間は、令和６年12月から令和７年11月となります。）に当センターで就業された会員へお支払いした

ことを証明する『配分金証明書』を「圧着はがき」で郵送しています。確定申告をするために必要な書類ですので、

他の郵便物と間違えて破棄しないよう気を付けてください。

配分金支払証明書について
圧着はがき（開封面）が配分金支払証明書になっています。

音声案内に従い、「0」を選択すると確定申告電話相談センターに
繋がります。

※所得税の確定申告が不要の方については、市民税・県民税の
申告が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください。

（10） （11）

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和32年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和32年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

受給者の生年月日

65歳未満の方

（昭和36年１月２日

以降に生まれた方）

65歳以上の方

（昭和36年１月１日

以前に生まれた方）

公的年金等の収入金額の合計額 ア

  130万円未満

 130万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

 770万円以上 1,000万円未満

  1,000万円以上

  330万円未満

 330万円以上 410万円未満

 410万円以上 770万円未満

公的年金等の雑所得の額 A

 ア － 600,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000

 ア － 1,100,000（赤字は0）

 ア × 0.75 － 275,000

 ア × 0.85 － 685,000

 770万円以上 1,000万円未満  ア × 0.95 － 1,455,000

 ア － 1,955,000  1,000万円以上

管轄地域

川崎区
幸区

中原区
高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

川崎南

川崎北

川崎西

電話番号

044-222-7531

044-852-3221

044-965-4911

管轄地域

川崎区
幸区

中原区

高津区
宮前区

多摩区
麻生区

税務署名

かわさき市税事務所
市民税課

こすぎ市税分室
市民税担当

みぞのくち市税事務所
市民税課

しんゆり市税事務所
市民税課

電話番号

044-200-3882

044-744-3231

044-820-6560

044-543-8958

　シルバー人材センターから支払われる配分金は、所得税法上「雑所得」として扱われ、総収入から実際にかかった

必要経費等を差し引いて、確定申告に必要な課税所得額を計算します。

　必要経費が65万円を超える方や、配分金と公的年金以外に収入がある方の課税所得額の計算方法については、管轄

地域の税務署等にご相談ください。

　必要経費の金額が65万円未満の場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例」により、実際にかかった

必要経費の額に係わらず所得計算の計算上、必要経費を一律に65万円とすることができます。

例① 【収入が配分金のみの方】
　令和７年中の配分金の合計額が、160万円以下であった場合は、税務署への確定申告の必要はありません。配分金の

収入が160万円を超えた場合は、次の計算式により確定申告が必要となります。

配分金の合計額  －  65万円（必要経費の特例）  －  58～95万円（基礎控除）  ＝  課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

例② 【収入が配分金と公的年金のみの方】
　公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、配分金の合計額が85万円以下であった場合は税務署への確定申告の必

要はありません。

上記に当てはまらない場合は、次の計算式により確定申告が必要になることがあります。

　

　 ① 公的年金の雑所得の額　（Ａ）　＜下記の速算表から求めた金額＞

　 ② 配分金の合計額 ―　 65万円（必要経費の特例） 　＝　配分金に係る雑所得の額（Ｂ）

　 ③ （Ａ） ＋ （Ｂ） ― 　58～95万円（基礎控除） 　＝　課税所得額（※）
 ―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―　―
 ＝合計所得金額 （合計所得金額により変動します。）

（※）課税所得額がある場合は確定申告が必要になります。

［令和３年分公的年金等に係る所得金額の速算表］

［令和７年分公的年金等に係る所得金額の速算表］ 確定申告についてのお問合せは直接税務署へ

市民税・県民税についてのお問合せ先

◆
配
分
金
と
確
定
申
告
に
つ
い
て

　
昨
年
１
年
間
（
就
業
期
間
は
、
令
和
２
年
12
月
か
ら

令
和
３
年
11
月
で
す
。）
に
お
支
払
い
し
た
配
分
金
の
証

明
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
配
分
金
明
細
書
と
同
様
に
「
圧
着
は
が
き
」
で
郵
送

し
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
を
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類

で
す
の
で
、
他
の
郵
便
物
と
間
違
え
て
破
棄
し
な
い
よ

う
気
を
付
け
て
く
だ
さ
い
。

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
か
ら
支
払
わ
れ
る
配
分
金
は
、

所
得
税
法
上
「
雑
所
得
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
総
収
入
か
ら
実

際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
を
差
し
引
い
て
、
確
定
申
告
に
必

要

な

課

税

所

得

額

を

計

算

し

ま

す
。

　
必
要
経
費
が
55
万
円
を
超
え
る
方
や
、
配
分
金
と
公
的
年

金
以
外
に
収
入
が
あ
る
方
の
課
税
所
得
額
の
計
算
方
法
に
つ

い
て
は
、
管
轄
地
域
の
税
務
署
等
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
金
額
が
55
万
円
未
満
の
場

合
に
は
、「
家
内
労
働
者
等
の
事
業
所
得
等
の
所
得
計
算
の

特
例
」
に
よ
り
、
実
際
に
か
か
っ
た
必
要
経
費
の
額
に
係
わ

ら
ず
、
所
得
計
算
の
計
算
上
、
必
要
経
費
を
一
律
に
55
万
円

と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【

収

入

が

配

分

金

の

み

の

方

】

　
令
和
３
年
中
の
配
分
金
の
合
計
額
が
、
1
0
3
万
円
以
下

で
あ
っ
た
場
合
は
、
税
務
署
へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
配
分
金
の
収
入
が
1
0
3
万
円
を
超
え
た
場
合
は
、
次
の
計

算
式
に
よ
り
確
定
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

 

― 

48
万
円
（
基
礎
控
除
） 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

（
※
）
課
税
所
得
額
が
あ
る
場
合
は
、
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

【
収
入
が
配
分
金
と
公
的
年
金
の
み
の
方
】

　
公
的
年
金
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
か
つ
、

配
分
金
の
合
計
額
が
75
万
円
以
下
で
あ
っ
た
場
合
は
税
務
署

へ
の
確
定
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
右
記
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
は
、
次
の
計
算
式
に
よ
り

確
定
申
告
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

① 

公

的

年

金

の

雑

所

得

の

額
（
A
）

 

〈
下
記
の
速
算
表
か
ら
求
め
た
金

額

〉

② 

配
分
金
の
合
計
額 

― 

55
万
円
（
必
要
経
費
の
特
例
）

 

＝ 

配
分
金
に
係
る
雑
所
得
の
額
（
B
）

③ 

（
A
）
＋
（
B
） 

― 

48

万

円
（
基

礎

控

除
） 

 

＝ 

課
税
所
得
額
（
※
）

◆配分金と確定申告について◆

【
確
定
申
告
に
つ
い
て
の
お
問
合
せ
は
直
接
税
務
署
へ
】

●
川
崎
区
・
幸
区

　
川
崎
南
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
２
２
２
―
７
５
３
１

●
中
原
区
・
高
津
区
・
宮
前
区

　
川
崎
北
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
8
5
2
―
3
2
2
1

●
多
摩
区
・
麻
生
区

　
川
崎
西
税
務
署
　
☎
０
４
４
―
9
6
5
―
4
9
1
1

　
音
声
案
内
に
従
い
、「
0
」を
選
択
す
る
と
確
定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
に
繋
が
り
ま
す
。

 　　

配
分
金
支
払
証
明
書
に
つ
い
て

　昨年１年間（期間は、令和６年12月から令和７年11月となります。）に当センターで就業された会員へお支払いした

ことを証明する『配分金証明書』を「圧着はがき」で郵送しています。確定申告をするために必要な書類ですので、

他の郵便物と間違えて破棄しないよう気を付けてください。

配分金支払証明書について
圧着はがき（開封面）が配分金支払証明書になっています。

音声案内に従い、「0」を選択すると確定申告電話相談センターに
繋がります。

※所得税の確定申告が不要の方については、市民税・県民税の
申告が必要になります。詳しくは下記までお問い合わせください。
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「　  つのまちがい探し」

応 募 用 紙

左と違う７つの箇所に◯をつけてください。

会員番号

氏　　名

住　　所

第８回！！

77

シ
ル
バ
ー
か
わ
さ
き
第
100
号
掲
載

「
７
つ
の
ま
ち
が
い
探
し
」の
答
え

（７） （12）
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配分金支払日

　１月27日（月）

　２月25日（火）

　３月25日（火）

　４月25日（金）

　５月26日（月）

　６月25日（水）

　７月25日（金）

　８月25日（月）

　９月25日（木）

10月27日（月）

11月25日（火）

12月25日（木）

※配分金は月末で締
めて翌月25日（金融機
関が休日の場合は翌
営業日）に、指定された
口座へ支払います。

令和７年
配分金支払日
一覧表

　１月２６日（月）

　２月２５日（水）

　３月２５日（水）

　４月２７日（月）

　５月２５日（月）

　６月２５日（木）

　７月２７日（月）

　８月２５日（火）

　９月２５日（金）

１０月２６日（月）

１１月２５日（水）

１２月２５日（金）

配

分

金

支

払

日

令和８年 配分金支払日一覧表

「ふれあいプラザかわさき」で発生した停電について：令和７年12月８日（月）から13日（土）にかけて発生した施設停電により、本部及び南部事務所で

はお電話等の業務を制限しておりました。既に復旧しておりますが、関係された皆様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしました。

※配分金は月末で締め

て翌月25日（金融機

関が休日の場合は翌

営業日）に、指定され

た口座へ支払います。

シルバーかわさき第100

号P14の「配分金支払日」

につきまして、11月分

の支払日を22日（月）と

記載しましたが、正しく

は25日（木）の誤りでし

た。お詫びして訂正いた

します。　

キ リ ト リキ リ ト リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ

キ

リ

ト

リ

1
0
0
号
記
念
誌
へ
の
投
稿
作
品
を
募
集
し
ま
す

　
本
年
10
月
の
発
行
で
「
シ
ル
バ
ー
か
わ
さ
き
」
は
1
0
0

号
を
迎
え
ま
す
。
紙
面
で
は
皆
様
か
ら
の
投
稿
を
掲
載
す
る

「
会
員
の
ひ
ろ
ば
」
の
掲
載
も
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
皆

様
か
ら
の
作
品
（
会
員
さ
ん
が
撮
ら
れ
た
写
真
や
描
か
れ
た

絵
、
私
の
健
康
法
等
の
投
稿
な
ど
）
を
募
集
し
ま
す
。
奮
っ

て
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

●
応
募
方
法

Ａ
　
写
真
及
び
絵
な
ど
の
作
品
　

①
L
判
又
は
２
L
判
に
印
刷
し
た
作
品
　

②
作
品
の
タ
イ
ト
ル
（
コ
メ
ン
ト
が
あ
れ
ば
１
０
０
文
字

以
内
で
お
願
い
し
ま
す
。）

Ｂ
　
文
書
に
よ
る
投
稿
作
品

　
お
す
す
め
の
〇
〇
、
趣
味
、
豆
知
識
な
ど
。
お
す
す
め

の
場
合
は
簡
単
な
理
由
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
も
教
え
て
く
だ

さ
い
。（
３
０
０
文
字
程
度
で
お
願
い
し
ま
す
）

※
写
真
を
掲
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
個
人
情
報
に

よ
り
撮
影
の
許
可
が
必
要
な
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
ご

留
意
く
だ
さ
い
。

【
Ａ 

・ 

Ｂ
共
通
】

　
氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
添
え
て
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

●
送
り
先
　
〒
２
１
０
―
０
０
２
６

　
川
崎
市
川
崎
区
堤
根
34
―
15

　（
公
財
）
川
崎
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

　
会
報
編
集
員
会
事
務
局
迄

●
応
募
締
切
　
令
和
７
年
９
月
26
日（
金
）

※
応
募
さ
れ
た
作
品
は
、
事
務
局
で
選
考
の
う
え
「
会
員

の
ひ
ろ
ば
」
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
採
用
さ
れ
た
方
に
は
、Ｑ
Ｕ
Ｏ
カ
ー
ド
を
贈
呈
い
た
し

ま
す
。

配分金支払日

7月分

8月分

9月分

8月25日㈪

9月25日㈭

10月27日㈪

７月分から９月分の配分金支払日は

次のとおりです。

※配分金は、月末で締め、翌月25日 

（金融機関が休みの場合は翌営業日）

に指定された口座に、お支払います。

　ご好評をいただいている、「まちがい探し」につ

きまして、第８回目となります。

　つぎの２つのイラストから７つの間違いを見つ

け出してご応募ください。正解者の中から抽選で

10名の方にＱＵＯカード500円分をプレゼントい

たします。

【応募方法】　 右の応募用紙を切り取り、必要事項

をご記入のうえ、官製ハガキに貼り付けのうえ、

下記までお送りください。（剥がれないようしっか

り貼り付けてください。） 

　〒210-0026　川崎市川崎区堤根34-15

　(公財)川崎市シルバー人材センター 　　　

　　会報編集委員会宛て 

【応募締切】　令和８年２月27日(金)まで（必着） 

※ご応募は会員１名につき１回までといたします。


